
令和４年度　長野県公共事業評価監視委員会　審議対象箇所（長野県）

【新規評価】

No 事業名
路河川名
箇所名

市町村 予定工期 該当要件 担当部局

１ 県営農村地域防災減災事業 福島 須坂市 R5～R10 ① 農政部

２ 交通安全施設等整備事業
(国)403号

太子町～春木町
須坂市 R5～R7 ② 建設部

【再評価】

No 事業名
路河川名
箇所名

市町村 予定工期 該当要件 担当部局

１ 地すべり対策事業
(地)落合

落合
山ノ内町 R1～R9 ⑤-1 建設部

２ 県営農村地域防災減災事業 西塩田 上田市 H25～R6 ② 農政部

３ 砂防事業
(砂)長久保沢

北高木
下諏訪町 H30～R9 ① 建設部

４ 砂防事業
(砂)高木二沢

東高木
下諏訪町 H30～R9 ① 建設部

５ 砂防事業
(砂)尻平沢

日義
木曽町 R2～R8 ⑤-2 建設部

６ 砂防事業
(砂)段ノ原沢

小松原
長野市 H21～R7 ④ 建設部

７ 砂防事業
(砂)内の巻川

古海
信濃町 H28～R7 ⑤-2 建設部

８ 道路改築事業
(主)諏訪辰野線

小坂～有賀
岡谷市
諏訪市

R2～R5 ⑤-1 建設部

９ 道路改築事業
(国)148号

雨中
小谷村 H23～R7 ⑤-2 建設部

10 道路改築事業
(国)403号
関崎橋東

長野市 H25～R7 ② 建設部

11 街路事業
(都)豊野北線

豊野駅前
長野市 H30～R10 ① 建設部

12 県営中山間総合整備事業 ひのきの里 上松町 H25～R6 ② 農政部

13 県営中山間総合整備事業 信州高山 高山村 H25～R5 ② 農政部

【事後評価】

No 事業名
路河川名
箇所名

市町村 工期 該当要件 担当部局

１ 地すべり対策事業
(地)南村

南村
大町市 H21～H28

完了後
5年経過

農政部

２ 急傾斜地崩壊対策等事業
(急)転石

転石
川上村 H20～H28

完了後
5年経過

建設部

３ 県営農村地域防災減災事業 恩田井水 阿智村 H21～H28
完了後
5年経過

農政部

４ 治山事業 平井寺 上田市 H19～H28
完了後
5年経過

林務部

５ 砂防事業
(砂)川鳥川

北小野
塩尻市 H21～H28

完了後
5年経過

建設部

６ 河川（治水ダム）事業
(一)浅川
一ノ瀬

長野市 S52～H28
完了後
5年経過

建設部

７ 道路改築事業
(国)117号

替佐～静間バイパス
中野市
飯山市

H1～H28
完了後
5年経過

建設部

８ 交通安全施設等整備事業
(主)駒ヶ根長谷線

下平
駒ケ根市 H23～H30

完了後
3年経過

建設部

９ 県営農道整備事業 伊那西部
箕輪町

南箕輪村
H23～H28

完了後
5年経過

農政部

[新規評価該当要件]
　①：総事業費10億円以上　　②：すべての事業種類について、おおむね５年に１回

[再評価該当要件]
　①：事業採択後５年間を経過した後も未着工の箇所
　②：事業採択後10年間（国土交通省個別補助の場合５年間）が経過した時点で継続中の箇所
　③：事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している箇所
　④：再評価実施後５年間が経過した時点で継続中の事業（再々評価）
　⑤：その他必要と認める箇所
　　⑤-1：全体事業費が著しく増加する箇所　　⑤-2：事業期間が長期間に及ぶことが確実な箇所（前倒し再評価）
　　⑤-3：事業の一時休止、再開又は中止の判断が必要な箇所



令和４年度　長野県公共事業評価監視委員会　審議対象箇所（安曇野市）

【新規評価】

No 事業名
路河川名
箇所名

市町村 予定工期 該当要件

1 道路改築事業
(市)明科4036号

明科中川手
安曇野市 R5～R10

要領第16(3)
市町村からの審議依頼


